
伝
送
方
式

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

ス
ロ
ッ
ト
の
数

広
帯
域
伝
送
方
式

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
部
の
時
間
帯
に
、
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
複
数
の
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

以
外
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
除
く
。）

六

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た

映
像
信
号
の
水
平
方
向
の
輝
度
信
号
の
画
素
数
を
千
四
百
四
十

と
し
て
い
る
も
の
）

十
二

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た

映
像
信
号
の
水
平
方
向
の
輝
度
信
号
の
画
素
数
を
千
九
百
二
十

と
し
て
い
る
も
の
）

二
十

高
度
広
帯
域
伝
送
方
式

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
走
査
方
式
に
か
か
わ
ら
ず

有
効
走
査
線
数
が
二
千
百
六
十
本
以
上
四
千
三
百
二
十
本
未
満

で
あ
る
も
の
）

四
十

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
走
査
方
式
に
か
か
わ
ら
ず

有
効
走
査
線
数
が
四
千
三
百
二
十
本
以
上
で
あ
る
も
の
）

百
二
十

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
が
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
基
準
は
、
ス
ロ
ッ
ト
の
数
が
同
項
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
ス
ロ
ッ
ト
の
数
に
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を
加
算
し
た
数
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
の
映
像
の
符
号
化
さ

れ
た
映
像
信
号
の
水
平
方
向
の
輝
度
信
号
の
画
素
数
を
千
四
百
四
十
と
し
て
い
る
も
の
）

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
補
完
放
送
を
行
う
と
き

二

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
水
平
方
向
の

輝
度
信
号
の
画
素
数
を
千
九
百
二
十
と
し
て
い
る
も
の
）
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
補
完
放
送
を
行
う
と
き

四

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
水
平
方
向
の

輝
度
信
号
の
画
素
数
を
千
四
百
四
十
と
し
て
い
る
も
の
）
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
一
部

の
時
間
帯
に
、
複
数
の
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
以
外
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を

同
時
に
行
う
と
き

四

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
降
雨
等
に
よ
る
電
波
の
減
衰
に

対
処
す
る
た
め
、
階
層
変
調
を
行
う
と
き

二

伝
送
方
式

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

ス
ロ
ッ
ト
の
数

広
帯
域
伝
送
方
式

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

六

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た

映
像
信
号
の
水
平
方
向
の
輝
度
信
号
の
画
素
数
を
千
四
百
四
十

と
し
て
い
る
も
の
）

十
二

高
度
広
帯
域
伝
送
方
式

超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
走
査
方
式
に
か
か
わ
ら
ず

有
効
走
査
線
数
が
二
千
百
六
十
本
以
上
四
千
三
百
二
十
本
未
満

で
あ
る
も
の
）

六
十

意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
国
際
登
録
に
係
る
意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠

に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
等
の
記

載
）

（
国
際
登
録
に
係
る
意
匠
に
係
る
物
品
等
の
記

載
）

第
二
条
の
四

国
際
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録

を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
の
請
求
そ
の
他

の
意
匠
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
書
面
を
提
出
す

る
と
き
は
、
意
匠
に
係
る
物
品
若
し
く
は
意
匠
に

係
る
建
築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
、
意
匠
に
係

る
物
品
若
し
く
は
意
匠
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は

画
像
の
用
途
の
説
明
又
は
意
匠
の
説
明
の
記
載

は
、
英
語
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
の
四

国
際
意
匠
登
録
出
願
又
は
国
際
登
録

を
基
礎
と
し
た
意
匠
権
に
つ
い
て
の
請
求
そ
の
他

の
意
匠
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
書
面
を
提
出
す

る
と
き
は
、
意
匠
に
係
る
物
品
、
意
匠
に
係
る
物

品
の
説
明
又
は
意
匠
の
説
明
の
記
載
は
、
英
語
で

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
が
、
専
ら

受
信
機
が
正
常
に
作
動
す
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変
換
に
必
要
な
情
報
を
放
送
事
項
と
す
る
デ
ー
タ
放
送

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
基
準
は
、
ス
ロ
ッ
ト
の
数
が
二
を
超
え
な
い
こ

と
と
す
る
。

第
四
条

放
送
衛
星
業
務
用
の
周
波
数
を
使
用
す
る
衛
星
基
幹
放
送
以
外
の
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
い
、
又
は
行

お
う
と
す
る
者
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
送
方
式
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行

う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
基
準
は
、
ス
ロ
ッ
ト
の
数
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

ス
ロ
ッ
ト
の
数
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
掲
げ
る
者
が
、
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
以
外
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
の
補
完
放
送
を
行
う
と
き
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
基
準
は
、
ス
ロ
ッ
ト
の
数
が

同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
ス
ロ
ッ
ト
の
数
に
二
を
加
算
し
た
数
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
法
第
九
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
の
更
新
の
審
査
に
際
し
、
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
衛
星
基
幹
放
送
事

業
者
（
同
項
に
定
め
る
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
水
平
方
向
の
輝

度
信
号
の
画
素
数
を
千
四
百
四
十
と
し
て
い
る
も
の
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
に
限

る
。）が
、
法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
旨
の
指
定
事
項
の
変
更
を
申
請
し
て
い
る
場
合
（
次
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）は
、
当
該
更
新
の

申
請
に
係
る
周
波
数
は
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
認
定
の
更
新
の
審
査
に
際
し
、
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者

（
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
で
あ
っ
て
、
一
部
の
時
間
帯
に
、
複
数
の
超
高
精

細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
以
外
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
同
時
に
行
お
う
と
す
る
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
に
限
る
。）

が
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
同
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
具
体
的
な
計
画
を
提
出
し
て
い
る
場
合

は
、
当
該
更
新
の
申
請
に
係
る
周
波
数
は
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
十
四
号

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す

る
た
め
、
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志


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